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韓
国
慶
尚
北
道
教
育
庁
に
よ
る
教
科
書
「
独
島
」
の
発
刊
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
八
一
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

韓
国
慶
尚
北
道
教
育
庁
が
、
国
定
教
科
書
だ
け
で
は
竹
島
に
つ
い
て
の
教
育
は
不
十
分
と
し
て
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で

あ
る
竹
島
は
韓
国
領
で
あ
る
と
す
る
教
科
書
「
独
島
」
を
発
刊
し
て
い
る
。
右
に
つ
き
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘

の
教
科
書
に
関
す
る
報
道
に
つ
い
て
は
、
在
釜
山
日
本
国
総
領
事
館
が
最
初
に
承
知
し
、
外
務
大
臣
に
も
報
告
し
て
い
る
」

と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
、
外
務
省
が
い
つ
「
独
島
」
の
発
刊
を
知
っ
た
か
、
中
曽
根

弘
文
外
務
大
臣
に
対
し
て
い
つ
報
告
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
何
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
在
釜
山
日
本

国
総
領
事
館
は
何
月
何
日
、
「
独
島
」
の
発
刊
を
知
り
、
そ
の
後
何
日
に
中
曽
根
大
臣
に
報
告
が
な
さ
れ
た
の
か
再
度
質
問

す
る
。

二

前
回
質
問
主
意
書
で
、
在
韓
国
日
本
国
大
使
館
は
じ
め
外
務
本
省
は
「
独
島
」
を
入
手
し
て
い
る
か
と
問
う
た
が
、
「
前

回
答
弁
書
」
で
は
何
の
答
弁
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
外
務
省
と
し
て
、
現
在
「
独
島
」
を
入
手
し
て
い
る
か
否
か
、
再
度
質

問
す
る
。

三

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
独
島
」
の
発
刊
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
を
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
何
の
答
弁
も

一



な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
独
島
」
の
発
刊
に
対
し
て
外
務
省
と
し
て
ど
の
様
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
、
再
度
質
問
す
る
。

四

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
独
島
」
の
発
刊
に
つ
い
て
、
在
韓
国
日
本
国
大
使
館
ま
た
は
外
務
本
省
よ
り
韓
国
側
に
抗
議
を

し
た
か
と
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
政
府
と
し
て
は
、
大
韓
民
国
に
対
し
、
累
次
に
わ
た
り
竹
島
の
領
有
権
の

問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
を
申
し
入
れ
て
き
て
お
り
、
引
き
続
き
こ
の
問
題
の
平
和
的
な
解
決
を
図
る
た
め
粘
り
強
い

外
交
努
力
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
、
抗
議
を
し
て
い
る
の
か
否
か
が
明
白
で
は
な
い
。
具
体

的
な
抗
議
の
内
容
を
問
う
こ
と
は
避
け
る
と
こ
ろ
、
「
独
島
」
の
発
刊
に
つ
い
て
、
外
務
省
と
し
て
韓
国
側
に
抗
議
を
し
た

の
か
否
か
、
右
一
点
に
つ
い
て
の
み
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


